
明
治
十
二
年

（
一
八
七
九
）
、
県
勧

業
課

へ
鹿
角
郡
役
所
か
ら
、
十
和
田
山

中
で
発
見
さ
れ
た

「綿
樹
」
の
綿
と
種

子
の
サ
ン
プ
ル
が
回
送
さ
れ
た
。

鹿
角
郡
長
よ
り
の
報
告
文
に
は
、
こ

の
綿
樹
が

「
カ
ト
ロ
」
と
呼
ば
れ
、　
一

一房
の
実
を
乾
燥
さ
せ
る
と

一
升
ほ
ど

の
量
の
綿
を
吹
く
こ
と
、
綿
の
柔

ら
か
さ
と
保
温
性
が
従
来
の
綿

　
　
・

花
と
大
差
無
い
こ
と
等
が
記
さ
れ
て
い

′一
。カ

ト
ロ
綿
樹
は
直
ち
に
新
物
産
と
し

て
注
目
を
浴
び
た
。
勧
業
課
は
翌
十
三

年
春
か
ら
苗
木
を
八
橋
植
物
園
で
試
験

植
栽
し
、
さ
ら
に
こ
の
年
の

『勧
業
年

報
』
に

「綿
樹
ノ
発
見
」

一
　

　ヽ
　
　
　
　
の
項
目
を
設
け
詳

・一

一
・
　

・　
　
　
　
　
　
　
し
く
景

況
を
報
告
し
た
。
県
内
自
給
を
目
的
に

入
橋
植
物
園
で
行
わ
れ
た
綿
花
の
試
作

が
気
候
不
適
応
か
ら
失
敗
し
た
直
後
で

あ
り
、
カ
ト
ロ
綿
樹
の
物
産
化
に
は
大

き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
の

『勧
業
年
報
』

や

『勧
業
月
報
』
か
ら
カ
ト
ロ
綿
樹
の

消
息
は
途
絶
え
る
。
綿
樹
の
物
産
化
は

成
功
し
な
か

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
こ
の
綿
樹
に
関
す
る
記
録
は
、

勧
業
課
を
中
心
に
上
か
ら
の
勧
農
政
策

が
積
極
的
に
行
わ
れ
た
明
治
十
年

代
前
半
を

象
徴
す
る

も
の
と
し

，
て
興
味
深

い
。綿

樹
の

正
体
は
ヤ

ナ
ギ
科
の

落
葉
高
木

デ
ロ

（ド

ロ
ノ
キ
）

で
あ
っ
た
。

（
公
文
書

課
　
柴
田

知
彰
）

l撼

硼
弊
群
●

幾
刀

綿
殻
′
ほ

に

乾



私
が
秋
田
県
公
文
書
館
に
は
じ
め
て

お
伺
い
し
ま
し
た
の
は
、
二
年
ほ
ど
前

の
事
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

当
時
の
私
は
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
で
は

あ
り
ま
す
が
、
秋
田
県
を
は
じ
め
お
隣

り
の
岩
手
県
な
ど
東
北
地
方
に
た
い
へ

ん
多
く
の
県
庁
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
気
づ
き
、
こ
れ
を
何
と
か
分
析

素
材
と
し
て
使
え
な
い
も
の
か
、
と
考

え
て
お
り
ま
し
た
。
申
し
遅
れ
ま
し
た

が
、
私
は
こ
れ
ま
で
近
世
か
ら
近
代
に

か
け
て
の
漁
業
や
漁
村
の
こ
と
に
興
味

を
持

っ
て
勉
強
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

テ
ー
マ
の
善
じ
悪
し
は
さ
て
お
き
、

「
こ
の
研
究
テ
ー
マ
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す

る
う
え
で
秋
田
県
の
県
庁
文
書
が
そ
ん

な
に
適
切
な
素
材
な
の
か
？
」
と
疑
問

を
も
た
れ
る
方
が
い
ら

っ
し
ゃ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
私
も
当
初
は

「当
た

っ

高

橋

美

貴

て
砕
け
ろ
」
と
い
う
気
分
で
公
文
書
館

を
訪
れ
た
の
で
す
が
、
文
書
を
見
る
う

ち
に
昨
年
大
い
に
話
題
と
な

っ
た
ハ
タ

ハ
タ
資
源
の
問
題
な
ど

（私
と
し
て
は
）

と
て
も
興
味
深
い
資
料
が
次
々
と
出
て

ま
い
り
ま
し
た
。
ま
た
県
庁
文
書
は
明

治
初
期
に
お
け
る
府
県
庁
の
政
策
決
定

シ
ス
テ
ム
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
も

興
味
深
い
材
料
だ
と
気
づ
き
、
現
在
、

ほ
ん
と
う
に
少
し
ず

つ
で
は
あ
り
ま
す

が
、
楽
し
く
資
料
の
分
析
を
続
け
て
お

り
ま
す
。

さ
て
、
私
が
秋
田
県
公
文
書
館
を
利

用
し
始
め
た
こ
ろ
、
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く

し
て
公
文
書
館
の
利
用
を
始
め
た
方
が

身
近
に
お
り
ま
し
た
。
そ
の
方
と
二
人

で
と
て
も
感
心
し
ま
し
た
の
は
、
近
＝

文
書
の
ゼ

ロ
ッ
ク
ス
・
コ
ピ
ー
が
書
棚

に
配
架
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
し
た
。
文

書
を

コ
ピ
ー
す
る
こ
と
に
根
強
い
異
論

の
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
承
知
し
て
お

り
ま
す
が
、
文
書
の
コ
ピ
ー
を
作

っ
て

そ
れ
を
閲
覧
利
用
に
供
す
る
こ
と
の
メ

リ

ッ
ト
は
や
は
り
大
き
い
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す

（も
ち
ろ
ん
文
書
の
折
り
目
や

付
箋
な
ど
文
書
の
現
状
を
維
持
す
る
と

い
う
条
件
を
満
た
せ
れ
ば
、
で
す
が
）
。

そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
原
文
書
を

却

っ
て
保
護
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

じ
、
利
用
者
の
日
に
触
れ
る
と
こ
ろ
に

そ
れ
が
配
架
さ
れ
て
い
る
の
は
利
用
上

便
利
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
利
用
者

に
と

っ
て
は
何
よ
り
も
、
そ
の
コ
ピ
ー

を
再
度
ゼ

ロ
ッ
ク
ス
・
コ
ピ
ー
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る

わ
け
で
す

（
そ
の
た
め
に
文
書
館
利
用

者
が
利
用
で
き
る
文
書
館
専
用
の
コ
ピ
ー

が
あ

っ
た
ら
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
）。

こ
れ
は
と
く
に
遠
方
に
住
ん
で
い
る
た

め
そ
う
た
び
た
び
は
文
書
館
に
来
る
こ

と
の
で
き
な
い
者
に
と

っ
て
便
利
な
の

は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
写
真
撮
影

・
現

像

。
マ
イ
ク
ロ
リ
ー
ダ
ー
で
の
解
読
、

も
し
く
は
紙
焼
き
と
い
う
歴
史
研
究
者

以
外
に
は
馴
染
み
の
な
い
手
順
を
省
い

て
も
く
れ
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
文
書

館
を
よ
り
多
く
の
方
々
に
利
用
し
て
い

た
だ
く
う
え
で
も
有
効
な
方
法
な
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「
公
開
上
問
題

の
な
い

一
部
の
、
し
か
し
利
用
度
の
高

い
資
料
を
こ
の
よ
う
な
形
で
利
用
で
き

る
の
は
便
利
だ
ね
」
と
い
う
の
が
二
人

の

一
致
し
た
感
想
で
し
た
。

近
年
大
き
く
展
開
し

つ
つ
あ
る
史
料

整
理
論
が
実
際
の
史
料
整
理
に
当
た
ら

れ
る
方
々
の
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
し
て
の

力
量
を
大
き
く
期
待
す
る
も
の
で
あ
る

た
め
、
限
ら
れ
た
時
間
や
人
員
の
な
か

で
膨
大
な
史
料
の
整
理
と
公
開
を
ど
の

よ
う
に
進
め
て
い
く
か
と
い
っ
た
問
題

や
、
文
書
館
が
研
究
者
以
外
の
地
域
の

方
々
と
ど
の
よ
う
に
切
り
結
ん
で
い
く

か
と
い
っ
た
問
題
な
ど
、
日
本
に
お
け

る
地
域
文
書
館
草
創
期
な
れ
ば
こ
そ
の
、

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
群
に
文
書
館
が
囲
ま

れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
地
域
文

書
館
の
運
営
が
並
大
抵
の
も
の
で
は
な

い
こ
と
は
不
勉
強
な
私
に
も
何
と
な
く

分
か
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な

か
で
秋
田
県
公
文
書
館
の
皆
さ
ま
が
何

と
か
快
適
な
閲
覧

ｏ
調
査
環
境
を
整
え

て
い
こ
う
と
な
さ

っ
て
い
る
熱
意
を
個

人
的
に
は
感
じ
て
お
り
ま
す
。
秋
田
県

公
文
書
館
が
過
去
と
現
在
、
そ
し
て
未

来
と
を

つ
な
ぐ
架
け
橋
と
し
て
ま
す
ま

す
発
展
さ
れ
ま
す
こ
と
を
心
か
ら
祈

っ

て
お
り
ま
す
。

県
外
か
ら
の

一
利
用
者
と
し
て

新
潟
大
学
教
育
学
部
講
師

(2)



∧
秋
田
県
布
達
集
に
つ
い
て
Ｖ

明
治
政
府
は
、
明
治
四
年

（
一
八
七

一
）
の
廃
藩
置
県
に
よ

っ
て
太
政
官
制

を
改
革
し
、
太
政
官
や
各
官
省
か
ら
布

告
、
布
達
が
発
令
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ

た

（正
院
事
務
章
程
）
。

そ
の
後
、
明
治
十
四
年

（
一
八
八

一
）

に
、
諸
省
布
達
が
廃
止
さ
れ
て
、
諸
官

庁
よ
り
発
令
さ
れ
る
法
令
は
、
布
告

・

布
達

・
達

・
告
示
の
４
形
式
と
な
り
、

こ
の
形
は
、
明
治
十
九
年

（
Ｔ
（
八
六
）

に
、
太
政
官
制
か
ら
内
閣
制

へ
変
革
さ

れ
る
に
伴
い
勅
令
と
し
て
出
さ
れ
た
公

文
式

（
こ
う
ぶ
ん
し
き
）
制
定
ま
で
続

い
た

（実
質
的
に
は
、
大
日
本
帝
国
憲

法
で
、
憲
法
に
矛
盾
し
な
い
太
政
官
布

告
は
引
き
続
き
有
効
と
さ
れ
、
明
治
四

〇
年

（
一
九
０
七
）
公
式
令
公
布
ま
で

続
い
た
）
。

こ
れ
ら
中
央
政
府
か
ら
の
令
達
を
受

け
、
各
県
で
は
、
県
単
独
の
行
政
計
画

の
実
施
を
さ
ら
に
盛
り
込
ん
で
、
管
内

へ
の
布
達
を
出
し
た
。
管
内
の
布
達
は

印
刷
さ
れ
る
の
が

一
般
的
で
あ
り
、
秋

田
県
で
は
明
治
六
年

（
一
八
七
三
）
十

月
三
日
の
秋
田
県
布
令
第
五
七
二
番
か

ら
印
刷
が
始
ま
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
も
っ

て
秋
田
県
の
活
版
印
刷
の
創
始
と
し
て

い
る
。

こ
の
印
刷
に
よ
る
布
達
は
、
そ
の
後
、

明
治
二
十
二
年

（
一
八
八
九
）
五
月
十

五
日
の
秋
田
県
訓
令
第
八
四
号
を
も

っ

て
、
以
後
の
布
達
は
県
報
に
よ

っ
て
行

う
こ
と
と
な

っ
た
。
明
治
六
年
十
月
か

ら
明
治
二
十
二
年
五
月
ま
で
の
布
達
を

ま
と
め
た
も
の
を
総
称
し
て
秋
田
県
布

達
集
と
よ
ん
で
い
る
。

布
達
集
は
、
県
行
政
の
基
本
的
な
動

向
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
り
、

明
治
二
十
二
年
以
降
の
秋
田
県
公
報

（明
治
三
十
四
年
分
ま
で
製
本
配
架
済
、

以
下
順
次
製
本
予
定
）
と
あ
わ
せ
て
、

明
治
期
の
県
政
を
知
る
基
本
的
な
史
料

と
し
て
利
用
を
勧
め
た
い
。

今
回
製
本
さ
れ
た
秋
田
県
布
達
集
は
、

県
立
図
書
館
蔵
の
三
井
氏
本

（昭
和
六

十
二
年
に
古
書
店
よ
り
購
入
）
と
よ
ば

れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
館
に
も
、
原
本

と
し
て
、
現
学
事
文
書
課
が
所
蔵
し
て

き
た
布
達
集
が
揃

っ
て
い
る
が
、
欠
本

欠
損
部
が
多
く
、
マ
イ
ク
ロ
化
に
あ
た
っ

て
図
書
館
の
厚
意
に
よ
り
、
比
較
的
欠

損
の
少
な
い
三
井
氏
本
を
底
本
と
し
た
。

原
本
と
照
合
す
る
必
要
の
あ
る
場
合
は
、

本
館
所
蔵
の
布
達
集
を
閲
覧
す
る
こ
と

も
で
き
る
が
、
図
書
館
の
三
井
氏
本
の

利
用
も
で
き
る
こ
と
を

つ
け
加
え
て
お

き
た
い
。

三
井
氏
本
の
布
達
集
は
、
明
治
七

・

八

・
九

・
十
二
年
の
四
年
分
に
つ
い
て

は
、
年
度
の
初
め
に
概
目
が
あ
り
、
そ

の
年
に
ど
の
よ
う
な
布
達
が
出
さ
れ
た

か
が
わ
か
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
し

か
し
、
す
べ
て
の
年
度
に
目
次
が
あ
る

訳
で
は
な
い
の
で
、
年
月
日
順
に
並
ん

で
い
る
と
は
い
え
、
年
月
日
が
は

っ
き

り
わ
か
ら
な
い
も
の
は
、
検
索
す
る
の

は
難
し
い
。
そ
こ
で
、
本
年
度
の
事
業

計
画
で
、
本
館
所
蔵
の
布
達
集
の
目
次

部
分
を

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
し
、
そ

れ
を
別
冊
と
し
て
製
本
す
る
予
定
で
あ

る

（本
館
所
蔵
の
布
達
集
は
、
欠
損
も

多
い
が
、
各
巻
に
目
次
が
完
備
し
て
い

る
）
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
年
度
内

の
布

達
の
内
容
が

一
日
で
わ
か
る
よ
う
に
な

り
、
利
用
が

一
層
簡
便
と
な
ろ
う
。

製
本
作
業
は
、
秋
田
県
公
報
と
同
じ

く
、
館
職
員
に
よ
る
手
作
り
で
行

っ
た

（写
真
参
照
）
。
リ
ー
ル
全
十
七
巻
の
マ

イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を

一
定
の
厚
さ
で
全

一
〇
〇
巻
の
冊
子
と
し
、
凧
糸
で
和
綴

じ
に
し
ラ
ミ
不ヽ
―
卜
で
コ
ー
テ
ィ
ン
グ

し
た
。
　
　
　
　
　
　
（公
文
書
課
）

マイクロフィルムからの複製本

・・・
」」

複製本の製本作業

(3)



享
保
十
年
の
郡
絵
図

享
保
七
年

（
一
七
三
二
）
か
ら
始
ま

る

「
郡
境
井
郷
村
調
御
用
」
は
、
同
十

五
年
ま
で
継
続
さ
れ
た
が
、
こ
の
期
間

に
今
宮
義
透
自
身
に
よ
る
巡
見
、
御
境

目
奉
行
ら
に
よ
る

「
郡
村
御
用
」
、
御

検
地
役
に
よ
る

「高
調
」
な
ど
が
行
わ

れ
、
関
係
資
料
が
作
成
さ
れ
た
。

「
郡
村
日
記
」
（
Ａ
三

一
二
―
四
三
）

に
は
、
享
保
九
年
四
月

（雄
勝
郡
）
・

同
十
年
二
月

（下
筋
）
。
九
月

（
河
辺

郡

・
平
鹿
郡
）
。
同
十

一
年
四
月

（
仙

北
郡
）
に

「
郡
村
御
用
」
の
た
め
に
御

境
目
奉
行
ら
が
領
内
調
査
に
出
た
こ
と

が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
調

査
結
果
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
資
料
の
な
か
で
、
享
保
十
年
と

記
さ
れ
て
い
る

「
郡
絵
図
」
が
三
点
伝

わ

っ
て
い
る
。

①

「秋
田
郡
絵
図
」

（
Ａ
二
九
０
１

一
一
四
―
　
　
・

一　
Ｔ
八
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
・

②

「山
本
郡
絵
図
」
　
　
　
一■
．●

．

一●
●
一
一

一●
一■
一
一
■

（
Ａ
二
九
〇
―

一
一
四
―

一
一
六
）

③

「
川
辺
郡
絵
図
」

（県
Ｃ
Ｉ

一　
一
六
）

「
郡
村
目
記
」
に
よ
る
と
、
享
保

十
年
二
月
に

「大
平
よ
り
五
十
野
目

・

小
阿
仁
境
、
西
之
方
男
鹿
迄
」
の
調

査
を
命
じ
ら
れ
た
の
は
、
鷲
尾
彦
九

郎

（御
物
頭

・
御
境
日
奉
行
兼
）
。

山
方
清
兵
衛

（
副
役
）
。
黒
沢
治
右

衛
門

（御
検
地
役
）
。
吉
原
弥
七
郎

（御
物
書
）
。
狩
野
弥
平
次

（御
絵
師
）

で
あ

っ
た
。
①

。
②
の
絵
図
は
こ
の

二

罐  |

|‐ ■■■| ■| |   ‐| ||||||||■ |‐ |■

山本郡絵図 (102cm× 148cm)

:I二導
鷲

=||=‐

‐

秋田郡絵図 (152cm× 119cm)

ヽ静 こ |

川
辺
郡
絵
図

（９９
蜘
×
８５
９

時
の
調
査
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
同
年
九
月
河

辺
郡
を
調
査
し
た
の
は
、
鷲
尾

。
山
方

・

黒
沢

・
小
野
崎
忠
助

（
御
物
書
）
・
竹

田
平
助

（御
絵
師
）
で
あ

っ
た
。
③
の

絵
図
は
こ
の
時
の
調
査
に
基
づ
く
も
の

で
あ
ろ
う
。

①

・
②
は
秋
田
図
書
館
か
ら
の
移
管

資
料
で
あ
り
、
③
は
秋
田
県
庁
か
ら
の

移
管
資
料
で
あ
る
が
、
本
来
秋
田
藩
で

作
成

・
保
管
さ
れ
て
き
た
絵
図
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

（古
文
書
課
　
伊
藤
　
勝
美
）

(4)



三
年
前
ま
で
は
、
年
末
や
年
度
末
に

県
庁
や
地
方
事
務
所
に
行
く
と
、
膨
大

な
文
書
が
廊
下
な
ど
に
山
積
み
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
行
政
的
に
不
要
に
な

っ
た

書
類
を
い
つ
ま
で
も
机
や
キ
ャ
ビ
ネ

ッ

ト
に
置
い
て
お
く
と
、
や
が
て
足
の
踏

み
場
も
な
い
ほ
ど
書
類
で
埋
ま

っ
て
し

ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
以
前
は
課
や
事
務

所
の
長
が
、
永
年
保
存
文
書
以
外
の
も

の
は
期
限
が
き
た
ら
定
期
的
に
廃
棄
処

分
し
た
の
で
す
。

し
か
し
、
今
で
は
か

つ
て
の
光
景
も

日
に
す
る
こ
と
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
平
成
五
年
に
文
書
管
理
規
程

が
改
正
さ
れ
、
課
所
長
が
独
自
に
廃
棄

処
分
で
き
る
の
は
、
保
存
期
間
が
二
年

未
満
の
極
々
軽
易
な
公
文
書
や
、
写
し
。

会
議
資
料
な
ど
の
重
複
文
書
、
個
人
的

覚
え
な
ど
に
限
ら
れ
た
か
ら
で
す
。
こ

れ
以
外
の
公
文
書
は
す
べ
て
保
存
期
間

経
過
後
公
文
書
館
に
引
継
が
れ
、
将
来

歴
史
的
、
学
術
的
に
重
要
な
資
料
と
な

り
得
る
も
の
を
選
別
し
て
保
存
す
る
こ

と
に
し
た
の
で
す
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
当
館
に
引
継
が

れ
た
戦
後
の
公
文
書
約
十
万
冊
を
原
課

所
別
に
ご
紹
介
し
ま
す
。
な
お
残
念
な

が
ら
全
体
の
約
３０
％
、

６７
の
課
所
の
分

が
ま
だ
引
継
が
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

公文書引継ぎ冊数 (平成8年 6月 現在)注 :機構改革による旧課所分を含む。地方機関で引継数0の事務所は除いてあります。

名所課 引 継 数 1 課  所  名 引 継 数 課 名所 引 継 数

課

課

室

課

課

課

課

課

課

事

課

課

課

課

課

課

課

課

課

課

課

課

課

課

シ
課

課

課

課

課

課

課

課

課

課

課

課

課

課

課

課

課

課

課

課

課

課

課

課

課

課

課

一

¨

罐

ぃ

時

政

中

峠

産

¨

蟄

］

政

一

睾

政

［

光

ネ ノレ ギ．
政

讐

拳

ぃ

理

¨

赫

少

防

境

境

然

　

通

産

　

地

地

産

　

林

材

　

業

　

源 ェ
　

新

業

用

　

市

園

青

消

環

環

自

農

流

農

畜

農

農

水

林

森

木

商

工
観

資

労

職

職

屋
監

都

公

182
1030

0
314
554
356

3506
110

0
0

47
448

1628
14

957
144
68

259
1657
1678
452

0
925
770

0
182
493
170
735
195
522
394
423
162
202
1168
1354
1462
1460
2389

41
360
557
215
360
953
81

167
294

1643
1808
245

課

課

課

課

課

課

課

課

局

課

課

課

計

所

館

所

所

所

所

所

所

所

所

部

部

地

部

部

部

部

部

所

所

所

所

所

所

所

夕
談

談

園

夕
所

所

所

所

所

所

所

所

所

山

由

仙

平

雄

北

山

秋

由

仙

平

雄

福

身

精

太

精

中

婦

鷹

能

秋

本

大

横

湯

2061
0

144
3932
1897
261
779

0
0
0

41
1187

43436
1116
138
932
278
23

2868
382
743
325
137
26
28
47
43

451
757

1063
235
517

1042
1114
618
948
910
400
150
368
49
50

385
329

9
62

353
262
488
873
1701
714

衛 生 看 護 学 院
消   防   学   校
中央 食肉衛生 検 査 所
南部食 肉衛生 検 査 所
環 境 技 術 セ ン タ ー
鹿 角 農 林 事 務 所
山 本 農 林 事 務 所
秋 田 農 林 事 務 所
由 利 農 林 事 務 所
仙 北 農 林 事 務 所
平 鹿 農 林 事 務 所
雄 勝 農 林 事 務 所
鹿 角地 域 農業 改良 普
大館地 域農 業 改良 普
鷹巣地 域 農業 改 良 普
能 代地 域農 業 改 良 普
昭和地域 農 業 改 良 普
秋 田地域 農 業改 良 普
本荘 地域 農業 改 良 普
大 曲地域 農業 改 良 普
角館 地域 農 業 改良 普
横手地 域 農業 改 良 普
湯 沢地 域 農業 改 良 普
病 害 虫 防 除 所
生 物 資源総 合 開 発 利
農 業 短 期 大 学
農 業 試 験 場
北 部家 畜保 健衛 生 所
南部家 畜保健 衛 生 所
畜 産 試  験  場
仙北平 野 土地 改 良 事
(旧 )由和」南 部総 合 土
水 産 振 興 セ ン タ ー
林 業 技 術 セ ン タ ー
計 量 検  定  所
秋 田 技 術 専 門 校
大 曲 技 術 専 門 校
横 手 技 術 専 F5校
鹿 角 土 木 事 務 所
北 秋 田 土 木 事 務 所
山 本 土 木 事 務 所
秋 田 土 木 事 務 所
由 利 土 木 事 務 所
仙 北 土 木 事 務 所
平 鹿 上 木 事 務 所
雄 勝 土 木 事 務 所
中央流域下 水道 事 務
能 代 港 湾 事 務 所
皆瀬・ 板 戸 ダム管 理
大松川 ダム o発電 所
(旧 )森吉 山 ダム対 策
地  方  機  関 計

16
318
120
60

306
22

1055
1783
107

4189
456

1491
207
136
373
510
126
223
105
341
214
508
404
68
138
72
35
70
47
17

434
158
14
65

351
310
187
203

1610
5301
2582
4557
2340
5927
3032
2027

55
274
26

656
128

64688



享
保
年
間
の
秋
田
藩

―
今
宮
義
透
の
領
内
調
査
―

十
月
十
七
日
～
十

一
月
二
十
二
日

享
保
の
日
本
総
図
作
成
を
計
画
し
た

江
戸
幕
府
は
、
享
保
三
年

（
一
七

一
八
）

四
月
、
諸
藩
に
見
当
山
の
調
査
を
命
じ

た
。
秋
田
藩
で
は
こ
の
調
査
の
過
程
で
、

正
保

・
元
禄
の
国
絵
図
に
重
大
な
誤
り

が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
森
吉
山
が

南
部
領
と
の
境
の
山
と
し
て
描
か
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

秋
田
藩
で
は
訂
正

「
国
絵
図
」
の
提

出
を
願
い
出
る
と
と
も
に
、
領
内
の
調

軌
■
●
一
一一
一一
一

ξ

望
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

率
外
７
仁
―
ほ
捻
Ｔ
番
ダ
一

常
力
松
＝な
各
赤
争
〓
影
■
・

一一一

絡

鵜

を

２

晨

き

た

膊
鷹
法

歌
島
晨
ム
機

終

樅
重
い■
矛
２
４
落

む
ぬ

像

を

燃
ふ
〓

法
祭
有

機

ヽ

縦
ふ
ｌ
ｌ
移
索
た
ま
ヶ
・ヽ
ぶ
千

引
劣
磯
●報
ツ
會
晨
埜
　
一

麟
騨

久

査
を
開
始
し
た
。
こ
の
事
業
の
中
心
と

な

っ
た
の
が
今
宮
義
透
で
あ

っ
た
。
享

保
六
年
家
老
と
な

っ
た
今
宮
は
、
翌
七

年
二
月
郡
村
調
査
の
責
任
者
に
任
命
さ

れ
、
以
後
享
保
十
五
年
の
論
功
行
賞
に

い
た
る
ま
で
の
九
年
に
及
ぶ
大
事
業
を

推
進
し
た
。

今
宮
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
た
享
保

年
間
の
領
内
調
査
は
、
当
時
の
秋
田
藩

の
情
勢
を
知
る
貴
重
な
資
料
を
今
に
も

た
ら
す
こ
と
と
な

っ
た
。

秋
田
県
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る

享
保
十
三
年
の

「
給
人
町
絵
図
」
も
こ

の
過
程
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

院
内

・
湯
沢

・
横
手

。
刈
和
野

・
角
館

・

桧
山

。
大
館

。
十
二
所
と
い
っ
た
町
は
、

所
預
が
お
か
れ
た
領
内
の
要
所
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
町
絵
図
が
作
成
さ
れ
る
に
い

た

っ
た
経
過
は

「
郡
村
日
記
」
に
記
さ

れ
て
い
る
。

ま
た
享
保
十
四
年
の

「秋
田
領
絵
図
」

に
は
森
吉
山
が
秋
田
領
内
の
山
と
し
て

描
か
れ
て
お
り
、
同
年
の

「黒
印
高
帳
」

十
四
冊
は
約
八
百
力
村
の
当
時
の
村
名

郷村御調覚書 (特 -435)

と
高
数
を
伝
え
て
く
れ
る
。

「
国
典
類
抄
」
軍
部
で
は
、
こ
の
時

期
の
記
事
を

「
御
判
物
井
御
高
辻
」
と

し
て
収
録
し
て
い
る
。
享
保
年
間
の
領

内
調
査
を
秋
田
藩
は
ど
の
よ
う
に
認
識

し
て
い
た
か
を
知
る
う
え
で
も
興
味
深

い
。

（古
文
書
課
　
伊
藤
　
勝
美
）

n`         ‐    |

桧山一円御絵図 (享保 13年)(県 C-119)
(172cm× 233cm)



今
年
度
前
期
の
展
示
で
、
国
目
付
に

関
す
る
資
料
の

一
部
を
紹
介
し
た
。

国
日
付
は
、
大
名
が
幼
少
で
家
督
を

相
続
し
た
ば
か
り
の
大
藩
を
中
心
に
派

遣
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
秋
田
藩
に
は
、

元
禄
十
六
年

（
一
七
〇
三
）
・
宝
暦
九

年

（
一
七
五
九
）
。
文
政
四
年

（
一
八

一
一
こ

・
嘉
さヽ

一年

（
一
八
四
九
）

の

四
回
派
遣
さ
れ
た
。

主
な
展
示
資
料
と
し
て
は
、
国
日
付

を
迎
え
る
に
あ
た

っ
て
藩
か
ら
出
さ
れ

た
被
仰
渡
や
条
日
、
国
日
付
に
提
出
さ

れ
た
城
絵
図

・
城
下
絵
図
の
控
、
家
譜

・

国
典
類
抄

。
国
目
付
下
向
取
纏
記
録
な

ど
の
記
録
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
元
禄

・

宝
暦

。
文
政

。
嘉
永
の
年
代
に
分
け
て

関
係
資
料
を
展
示
し
た
。
ま
た
文
政
期

に
つ
い
て
は
、
国
目
付
が
江
戸
を
出
発

し
て
か
ら
久
保
田
城
下
に
到
着
す
る
ま

で
の
足
取
り
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、

渋
江
和
光
や
野
上
陳
令
の
日
記
な
ど
を

展
示
し
た
。

当
館
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
が
ど

の
よ
う
な
過
程
で
伝
わ

っ
て
き
た
か
を

明
ら
か
に
す
る
方
向
で
、
館
蔵
資
料
の

調
査

・
研
究

・
整
理
を
行

っ
て
い
る
。

今
回
展
示
し
た
絵
図
を
例
に
と
れ
ば
、

一
国
日
付
に
提
出
さ
れ
た
城
絵
図

・
城

下
絵
図
の
控
」
と
い
う
特
色
が
あ
る
。

こ
れ
ら
を
各
年
代
に
分
類
す
れ
ば
表
の

よ
う
に
な
る

（○
印
は
館
蔵
資
料
、
空

欄
は
当
館
に
な
い
も
の
）
。

な
お
、
こ
の
十
点
は
い
ず
れ
も
県
庁

か
ら
の
移
管
資
料
で
あ
る
。

つ
ま
り
廃

藩
置
県
を
経
て
秋
田
藩
か
ら
秋
田
県
に

移
さ
れ
た
資
料
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な

基
準
で
佐
竹
家
と
秋
田
県
に
分
け
た
か

を
考
え
る
う
え
で
も
参
考
と
な
ろ
う
。

付
記
　
今
回
の
展
示
の
関
連
記
事
が

た
よ
り
四
号
に
あ
る
。

（古
文
書
課
　
伊
藤
　
勝
美
）

東
北
自
動
車
道
小
坂
Ｉ
Ｃ
か
ら
車
で

三
分
ほ
ど
走

っ
た
と
こ
ろ
に
小
坂
町
立

総
合
博
物
館
郷
土
館
が
あ
り
ま
す
。
銅

板
葺
の
印
象
的
な
建
物
は
、
ま
ち
の
近

代
化
を
支
え
て
き
た
鉱
山
を
イ
メ
ー
ジ

し
た
も
の
で
す
。
常
設
展
示
の
ほ
か
、

屋
外
に
は
Ｓ
Ｌ
や
発
電
機
な
ど
が
飾
ら

れ
て
い
ま
す
。

さ
て
所
蔵
史
料
で
す
が
、
明
治

。
大

正

・
昭
和
に
わ
た
る

「鉱
山
関
係
史
料
」

は
、
簿
冊

。
図
面
な
ど
合
わ
せ
て
二
千

点
を
超
え
る
厖
大
な
も
の
で
、
官
営
時

代
の
大
島
高
任
文
書
、
藤
田
組
時
代
の

小
坂
製
錬
所
文
書
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

研
究
者
の
関
心
が
高
く
、
利
用
者
も
多

い
と
の
こ
と
で
し
た
。

藩
政
期
の
史
料
で
は
小
坂
村
拠
人
文

書
が
あ
り
、
中
で
も
宝
暦
九
年
か
ら
明

和
七
年
に
か
け
て
の

「御
境
御
用
留
」

は
、
当
時
の
木
材

・
林
業
関
係
な
ど
を

知
る
う
え
で
貴
重
で
す

（以
上
紹
介
し

た
史
料
の
複
写
本
は
公
文
書
館
で
閲
覧

可
能
で
す
）
。

郷
土
館
で
は
、
紙
の
劣
化
を
防
ぐ
た

め
、
史
料
を
中
性
紙
の
封
筒
に
入
れ
る

作
業
を
現
在
行

っ
て
い
る
と
の
こ
と
で

し
た
。
　
　
　
■
●
・

・

一

一
一

一

一

一

一

・・

・一一
一一一一一一一一一・・〓

〓
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中性紙の保存用封筒



○
第
八
回
都
道
府
県

・
政
令
指
定
都
市

公
文
書
館
長
会
議

（国
立
公
文
書
館
主

催
）平

成
八
年
六
月
十

一
日
午
後
二
時
か

ら
第
八
回
都
道
府
県

。
政
令
指
定
都
市

公
文
書
館
長
会
議
が
秋
田
キ
ャ
ッ
ス
ル

ホ
テ
ル
に
お
い
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
出

席
者
は
国
か
ら
は
防
衛
庁
防
衛
研
究
所

戦
史
部
、
都
道
府
県
か
ら
は
北
海
道
立

文
書
館
ほ
か
二
四
館
、
政
令
指
定
都
市

か
ら
は
川
崎
市
文
書
館
ほ
か
三
館
、
オ

ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
福
岡
市
総
合
図
書

館
、
計
三

一
館
五

一
名
で
し
た
。
国
立

公
文
書
館
か
ら
は
稲
橋
館
長
ほ
か
三
名

が
出
席
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
主
な
議

題
と
し
て
、
国
立
公
文
書
館
か
ら
は
、

第
九
回
公
文
書
館
等
職
員
研
修
会
実
施

要
領
の
ほ
か
三
件
に
つ
い
て
報
告
が
な

さ
れ
、
ま
た
公
文
書
館
を
め
ぐ
る
諸
問

題
と
し
て
各
館
か
ら
文
書
館
業
務
に
た

ず
さ
わ
る
専
門
職
員
の
養
成
、
資
格
基

準
等
に
つ
い
て
質
疑
等
が
な
さ
れ
ま
し

た
。
翌
十
二
日
は
、
角
館
町
武
家
屋
敷

及
び
伝
承
館
の
視
察
を
行
な
い
、
全
日

程
を
終
了
し
ま
し
た
。

本
年
度
の
古
文
書
解
読
講
座

（専
修

講
座
）
を
、
八
月
二
日
当
館
で
開
催
し

ま
し
た
。

当
日
は
古
文
書
解
読
の
ベ
テ
ラ
ン
の

方
を
は
じ
め
、
五
月
の
古
文
書
解
読
入

門
講
座
で
新
た
に
興
味
を
抱
い
た
方
を

含
む
四
十
七
名
が
受
講
さ
れ
ま
し
た
。

講
座
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

講
座
①

「
今
宮
大
学
の
領
内
調
査
」

翁
国
典
類
抄
し
　
　
　
　
　
伊
藤
勝
美

講
座
②

「秋
田
藩
家
老
の
横
浜
港
視
察
」

翁
宇
都
宮
孟
綱
日
記
し
　
　
柴
田
次
雄

家
老
自
ら
久
保
田
城
出
書
院
の
屋
根

に
上

っ
て
の
領
内
調
査
の
様
子
な
ど
を

紹
介
し
た
講
座
①
、
横
浜
で
は
じ
め
て

異
人
の
生
活
を
目
に
し
て
の
驚
き
を
記

し
た
幕
末
の
家
老
の
日
記
を
紹
介
し
た

講
座
②
と
、
新
鮮
で
興
味
深
い
内
容
の

講
座
と
な
り
ま
し
た
。
ス
ラ
イ
ド
機
材

に
よ
り
地
図
や
資
料
を
多
用
し
て
の
両

講
座
は
、
解
説
が
丁
寧
で
判
り
易
い
と

受
講
者
に
も
好
評
で
し
た
。

今
後
も
受
講
者
の
期
待
に
応
え
ら
れ

る
よ
う
、　
一
層
充
実
し
た
講
座
を
行
な

い
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

＊
編

集

後

記

一
昨
年
か
ら
始
め
た

〃た
よ
り
″
の

発
行
も
今
号
で
五
回
目
に
な
り
ま
す
。

公
文
書
館
に
対
す
る
認
識
の
普
及
が
目

的
で
す
が
、
「
千
里
の
行
も
足
下
に
始

ま
る
」
の
言
葉
を

「も

っ
と
も
だ
」
と
思

い
つ
つ
毎
号
編
集
し
て
い
ま
す
。
　

（じ
）

今
号
は
二
つ
の
展
示
解
説
、
古
文
書

解
読
講
座
報
告
と
、
公
文
書
館
の
活
動

報
告
の
記
事
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
ま

だ

「
公
文
書
館
て
何
？
」
と
思
わ
れ
て

い
る
方
は
、
ぜ
ひ

一
度
ご
来
館
下
さ
い
。

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
　
　
　
（け
）

明
治
十
三
年

「勧
業
課
農
事
掛
事
務
簿
」

明
治
十
四
年

「
勧
業
課
報
告
掛
事
務
簿
」

公
文
書
館
だ
よ
り
　
第
五
号

平
成
八
年
十
月
二
日
発
行

編
集
発
行
　
秋
田
県
公
文
書
館

（表
紙
題
字
　
寿
松
木
　
毅
）

〒
〇

一
〇

秋
田
市
山
王
新
町

一
四
―
三

一

０

（〇

一
八
八
）
エハ
六
―
八
三
〇

一

印
刷
　
　
太
陽
印
刷
株
式
会
社

公 文 書 館 利 用 案 内

○開館時間
平   日  9:00～ 19:00

土 。日曜日  9:00～ 17:00

0休館 日

・国民の祝日及び振替休日

・月曜日 (毎月第 3日 曜日の翌日除 く)

。毎月第 3日 曜日

・資料整理日 (月 の初日)

・特別整理期間 (8月 ～10月 中の15日 間)

。年末年始 (12月 28日 ～ 1月 3日 )
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